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◆事業の概要 

項目 内容 

①世帯数 149,924 世帯（H27 年度 3月 1日現在） 

②児童扶養手当受給者数 2,369 世帯（H27 年 1 月現在） 

③開始時期 平成 26 年 8月 1日 

④母子・父子自立支援員 3 人（非常勤特別職）、週 4日勤務、8：45～17：15 

⑤就業支援専門員 1 人（非常勤特別職）、週 3日勤務（月・水・金）、8：45～17：15 

⑥事業内容 教育訓練、求職活動に係る「情報提供」・「助言・指導」 

⑦事業実績（Ｈ26 年度） 相談件数：96 件（実件数）、125 件（延べ件数）、就業件数 10 件 

⑧事業費（Ｈ26 年度） 1,152,000 円 

※平成 26 年度事業実績は、8月～12 月の 5か月間 

 
◆事業経緯 

 

川越市では、平成 19 年度から自立支援プログ

ラム策定事業を行っており、現在の就業支援専門

員は、その時からの継続雇用となっている。 

相談窓口強化事業は、平成 26 年度から開始さ

れたが、その開始時期は、準備のため、年度当初

ではなく、児童扶養手当現況届の時期である 8 月

からとした。 

具体的には、7 月の書類送付において、“新た

に川越市で就業支援専門員による就労支援を実施

します”という内容のチラシを関係書類に同封し

周知を行った。 

26 年度から就業支援専門員を配置したことで、

「自立支援プログラム策定支援員」よりも明確に

自立支援の一貫としての「就業」を訴求できるこ

とから、支援がやり易くなった。 

 

◆母子・父子自立支援員、就業支援専門員 

 

[母子・父子自立支援員] 

母子・父子自立支援員は、ひとり親の相談・就

労支援の担当課であるこども安全課に 3 人配置さ

れ、雇用形態は、地方公務員法に基づく非常勤特

別職である。勤務は、週 4 日、勤務時間は、8：

45～17：15 となっており、月給制である。（3

人の定休日はそれぞれ異なる） 

 

[就業支援専門員] 

就業支援専門員はこども安全課に 1 人配置され、

母子・父子自立支援員と同じ非常勤特別職である

が、日給制で週 3 日、勤務時間は 8：45～17：

15 となっている。 

支援に当たっては、あくまで支援対象者本人の

意思が優先されるため、生活面で不安が多い場合

は、まず、こうした不安要素を取り除くことが第

一となる（多くの場合は、生活相談と並行して就

業相談を行う）。 

就業支援専門員は、かつてハローワークの相談

員をしていたため、求人や求職情報に詳しく、ハ

ローワークとのネットワークが強い。 

 

◆配置に当たっての工夫 

 

配置としては、母子・父子自立支援員及び就業

支援専門員共に市役所内に配置しているが、市役

所まで来られない相談者に対しては、相談者最寄

りの市民センターで待ち合わせの上、相談に応じ

ている。 

  

◆事業名  ：相談窓口強化事業 
◆埼玉県川越市（こども未来部こども安全課） 
◆キーワード：『ハローワークとの連携』 
◆事業ポイント 

○就業支援専門員がハローワーク出身者であり、ハローワークと密に連携できている。 
○関連部局に加えハローワークが加わって雇用を推進している。 
○市が独自の就業支援イベント等を企画・実施している。 
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◆具体的な取組状況 

 

[就業支援専門員] 

就業支援専門員は、支援対象者の状況（本人の

生活・健康、就業・修学、子育て、収入、子ども

や学校の状況等）を把握し、課題を整理し、支援

対象者に適した支援策を組み合せて支援を行って

いる。 

具体的には、以下の通り 

・母子家庭等就業・自立センターの各種事業 

・自立支援給付金事業 

・母子・父子自立支援プログラム策定事業 

・ハローワーク、マザーズハローワーク・マザー

ズコーナー等の関係機関への同行支援 

 

[母子・父子自立支援員] 

母子・父子自立支援員の主な業務は、離婚相談

をはじめ、一般的な生活相談、貸付け相談、給付

金関係事業の窓口受付業務等である。 

基本的には、ひとり親からの相談依頼に対して、

個別相談を行い、就業に関する案件については、

就業支援専門員に誘導する。 

 

[就労支援セミナー：平成 18 年度から実施] 

川越市では、「母子家庭等就労支援セミナー」

を開催している。 

26 年度の会場は、川越市中央公民館で定員は

15 名、講師は「埼玉県女性キャリアセンター」

のキャリアカウンセラーである。 

 

[チラシ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川越市 

[就労支援パソコン講座：平成 18 年度から実施] 

26 年度の講座内容は、初級から中級のワー

ド・エクセルをメインとしたパソコン講座を実施

している。 

講座は、2 日間で、年 1 回、場所は川越市立教

育センターで講師は「PC サポート川越」に依頼、

定員は 15 名となっている。 

 

[チラシ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川越市 

 

[資格取得等] 

資格取得に関しては、介護関連の求人が多いの

でそちらに誘導するケースが多い。 

介護職員初任者研修（期間 2 か月）を修了でき

れば就職の際に有利になる。また、看護師や介護

福祉士、保育士（2 年間の研修）も勧めている。 

 

◆連携状況 
 

当市における相談窓口強化事業の解釈は、関係

窓口等とこれまで以上に連携していくことと考え

ているため、関係機関との連携は重要である。 

 

[ハローワークとの連携] 

川越ハローワークにおいては、ひとり親を対象

とする相談員（生活保護受給者も対象とする専門

部門が存在）がいることから、就業支援専門員は

連携を取りながら支援を行っている。 
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ハローワークとは、求人に関する情報交換だけ

でなく、支援対象者に対する個別対応として、エ

ントリーシートの書き方や模擬面接等について就

業支援専門員とハローワークが状況に応じて行っ

ている。 

また、川越のハローワークではマザーズコーナ

ーを設けて、子どもを抱えた母親が来所しやすい

環境を作っている。 

 

[生活困窮者のための窓口との連携] 

生活困窮者との窓口連携は、生活保護費担当課

である生活福祉課の就労相談員と「しごと支援セ

ンター」にて月 1 回の会議を行って、情報交換を

している。 

 

[その他関係機関との連携] 

川越市の就労を広く支援する雇用支援課との連

携及び雇用の促進を図るため、会議を月 1 回行い、

情報交換を行っている。 

会議の主催は「雇用支援課」であり、参加する

のは、生活福祉課、ハローワーク職員、障がい者

福祉課、こども安全課である。 

当市は、雇用支援課にハローワークの職員が出

向しており、雇用促進に力を入れているが、この

背景として、埼玉県（川越市）の有効求人倍率が

全国でも非常に低い状況のためと考えられる（平

成２７年１月は全国都道府県で４５位）。 

 

◆周知活動 
 

児童扶養手当の申請に来た人に対しては、こど

も安全課に誘導し、窓口業務を担当する自立支援

員がパンフレットを渡すとともに制度や事業の説

明を必ず行っている。また、児童扶養手当の現況

届の際に、関係書類に同封して就労支援や自立支

援に関係するチラシを送付している。 

 

[メール、ウェブ、SNS] 

現在、市の HP を使って PR している。 

SNS では、市の公式ツイッターがあり、そこで

も PR しているが、ツイッターについては、他部

門の利用促進も必要であり、市長も全庁的に積極

的な利用を呼び掛けている。 

 

 

 

 

 

[チラシ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川越市 

 

◆支援対象者の把握 

 

同市では、平成 27 年度に、ひとり親家庭に対

して、広くニーズ調査を実施する予定であり、今

後の支援の充実や PR に向けて、調査内容を検討

中である。 

特に、学習支援のニーズやどのような周知方法

であれば、相談窓口へ積極的に来庁してもらえる

か検討する上でニーズ調査を有効に活用したいと

考えている。 

 

◆事業実績 

 

平成 26 年度（8 月～12 月末現在）の相談件

数は、実件数で 96 件、延べ件数で 125 件、支

援を受けて就業したのは 10 件である。 

現状、相談については、就業支援専門員 1 名で

対応できている。 

実績については、単に相談件数が多ければ良い

というものではないと考えている。 

この実績が、支援が必要な人全員に対しての結

果なら良いが、十分周知されていないのであれば、

この数字は満足できるものではない。 

そのため、今後どのような手段を使って周知し
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ていくのかを課題としている。 

 

◆当事業への意見や考え方 

 

「自治体」 

相談窓口強化は、窓口の連携であり、雇用支援

課との会議を含めて、連携がよりとれるようにな

ったことが大きな特徴である。また、就業支援専

門員がいるということを市民にはっきり PR でき

るようになったことも大きなメリットと感じてい

る。 

同事業に対する市民からの反応は、以前よりも

良くなった訳ではないが、離婚相談と同じところ

で就業相談もしてくれるということが徐々に広ま

っている。 

 

[利用者] 

前回のニーズ調査の意見として出たのは、「市

役所が開いている時間に来られない」、「平日休

めないし、休むと給料が減る」といった声があっ

た。 

 

◆現状の課題と今後の目標 

 

現状の課題は、いかに相談ニーズを掘り起こせ

るかということである。 

支援対象者を自治体が積極的に把握することは

困難ではあるが、どうすれば気軽に相談してくれ

るか、どのような媒体に載せれば気付いてくれる

かという点などを今後行うニーズ調査で検証すべ

きである。 

自立支援や就業支援のタイミングは、「離婚前」

と「離婚後の児童扶養手当等の申請」がある。 

離婚前であれば、相談や啓発を十分担当課で行

えるが、児童扶養手当の担当課は窓口が異なるた

め（児童扶養手当は、平成 25 年度からこども政

策課が担当）、事務的なものだけでなく、自立に

向けた様々な相談ができるという点をもっと周知

していきたい。 

こども安全課としては、相談者の状況に応じて、

適切な部門や担当に誘導することが可能であると

考えていることから、更なる窓口の連携強化も今

後の課題と考えている。 

 

◆相談記録様式 

 

就業相談記録については、就業支援専門員が相

談ごとに記録を取る（個別に手書き）とともに、

それをデータとして一覧表にまとめ、毎月報告し

ている。 

情報は、何らか変化のあった人の部分を更新、

上層部を含めて情報共有が図れている。 

情報は、一人の親に対して母子・父子自立支援

員と就業支援専門員、その他の担当職員で共有で

きているのが川越市の特徴である。 

 

◆相談記録票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川越市 
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◆実施要綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：川越市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


